
職 職 ― ８ １ 

令和８年３月２７日 

 

 

 

人 事 院 事 務 総 長 

 

「自己啓発等休業の運用について」の一部改正について（通知） 

 

「自己啓発等休業の運用について（平成１９年７月２０日職職―２５６）」の

一部を下記のとおり改正したので、令和８年７月１日以降は、これによってくだ

さい。 

 

記 

 

次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」 

という。）でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、こ

れを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲

げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないも

のは、これを削る。 

改   正   後 改   正   前 
  

第１ 定義関係 

１ 人事院規則２５―０（職員の

自己啓発等休業）（以下「規

則」という。）第２条第４号の

（新設） 

 

 

 



「勤務延長職員」とは、国家公

務員法（昭和２２年法律第１２

０号）第８１条の７第１項又は

第２項の規定により定年退職日

の翌日以降引き続いて勤務して

いる職員をいう。 

２ 規則第４条第２号の「人事院

が定める奉仕活動」は、職員が

国際連合ボランティア計画の要

請に応じて参加する外国におけ

る活動（同条第１号に規定する

奉仕活動を除く。）とする。 

 

 

 

 

第２ 自己啓発等休業の承認関係 

１～６ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ （略） 

第１ 自己啓発等休業の承認関係 

１～６ （略） 

７ 人事院規則２５―０（職員の

自己啓発等休業）（以下「規

則」という。）第２条第４号の

「勤務延長職員」とは、国家公

務員法（昭和２２年法律第１２

０号）第８１条の７第１項又は

第２項の規定により定年退職日

の翌日以降引き続いて勤務して

いる職員をいう。 

８ （略） 

第３ 自己啓発等休業の承認の取消

し関係 

第２ 自己啓発等休業の承認の取消

し関係 



１ （略） 

２ 自己啓発等休業法第６条第２

項の規定により自己啓発等休業

の承認を取り消す場合には、当

該自己啓発等休業をしている職

員にその旨を記載した文書を交

付するものとする。この場合の

文書については、人事異動通知

書を用いることができ、その

「異動内容」欄の記入要領は、

第４の⑷による。 

第４～第６ （略） 

１ （略） 

２ 自己啓発等休業法第６条第２

項の規定により自己啓発等休業

の承認を取り消す場合には、当

該自己啓発等休業をしている職

員にその旨を記載した文書を交

付するものとする。この場合の

文書については、人事異動通知

書を用いることができ、その

「異動内容」欄の記入要領は、

第３の⑷による。 

第３～第５ （略） 
  



  



 

以   上 


